
飼養衛生管理基準の改正についての都道府県知事への意見照会概要 

 令和元年 12 月 13 日に都道府県知事へ意見照会を実施。提出された意見の概

要は以下の通り。 

 細部まで基準として定められていることから、都道府県の間で指導内容の

ばらつきが生じないよう、指導等の判断基準を国が示すよう要望。

 言葉の定義、意図、想定範囲等について手引き等で明示するよう要望。

 基準を遵守できるよう、畜舎等の改修が必要となる項目について猶予期間

及び支援を検討するよう要望。（例：畜舎出入口を一方通行とするための改

修）

 農家が作成すべきマニュアル及び記録の標準例並びに消毒等の適切な使用

方法を示すよう要望。

 飼養衛生管理基準の遵守徹底のため、家畜防疫員を含む産業動物獣医師確

保及び能力向上支援の要望。

 その他、表現ぶり等についての具体的な修正提案。   等 
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